
　

タイトル 明治天皇の外交政策 － 関税と条約改正 －

著者 大場, 四千男; OHBA, Yoshio

引用 開発論集(117): (1)-(16)

発行日 2026-03-13



明
治
天
皇
の
外
交
政
策

関
税
と
条
約
改
正

大

場

四
千
男
＊

目

次

は
じ
め
に

㈠

欧
米
帝
国
主
義
の
合
法
的
統
治
政
策
─
低
関
税

㈡

欧
米
帝
国
主
義
の
合
法
的
統
治
政
策
─
条
約
改
正

結

び
は
じ
め
に

徳
川
幕
府
か
ら
明
治
維
新
へ
の
移
行
は
政
権
の
転
換
に
伴
な
い
、
二
つ
の
歴

史
的
遺
産
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
一
つ
は
低
関
税
で
あ
り
、
二
つ
目
は

領
事
裁
判
権
の
問
題
で
あ
る
。

幕
末
期
の
徳
川
幕
府
は
日
米
修
好
通
商
条
約
に
よ
っ
て
㈠
五
パ
ー
セ
ン
ト
の

低
関
税
と
㈡
領
事
裁
判
権
の
承
諾
を
行
な
い
、
そ
の
継
承
を
明
治
政
府
に
課
す

る
の
で
あ
る
。

明
治
天
皇
は
、
低
関
税
を
維
持
し
な
が
ら
、
外
交
政
策
の
中
心
に
条
約
改
正

へ
最
大
の
努
力
を
重
ね
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
一
方
で
財
政

経
済
の
脆
弱
性
と
化
し
、
他
方
、
国
権
の
独
立
を
毀
損
す
る
事
態
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
問
題
は
現
在
日
本
の
政
治
問
題
と
重
な
り
、
㈠
ア
メ
リ

カ
大
統
領
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
関
税
政
策
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

第
二
の
条
約
改
正
は
沖
縄
で
の
ア
メ
リ
カ
基
地
兵
士
に
依
る
沖
縄
女
性

へ
の
暴
行
・
殺
人
事
件
を
裁
く
領
事
裁
判
に
よ
っ
て
日
本
の
独
立
を
侵

害
す
る
ア
メ
リ
カ
人
裁
判
官
の
判
決
に
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
在

の
低
関
税
と
領
事
裁
判
権
は
明
治
天
皇
と
政
府
の
条
約
改
正
交
渉
に
も

拘
ら
ず
、
現
在
に
継
承
さ
れ
、
日
本
の
独
立
と
主
権
を
危
機
に
瀕
す
る

こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
初
に
取
り
挙
げ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
改
正

条
文
で
あ
り
、
と
り
わ
け
条
約
改
正
の
対
象
と
な
る
領
事
裁
判
権
、
領

事
制
の
問
題
で
あ
る
。

次
に
、
条
約
改
正
交
渉
が
進
展
す
る
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

欧
米
の
条
約
改
正
政
策
の
目
的
で
あ
る
。
欧
米
列
強
は
ア
フ
リ
カ
、
東

南
ア
ジ
ア
で
の
武
力
に
よ
る
植
民
地
政
策
を
転
換
さ
せ
る
と
、
エ
ジ
プ

ト
の
国
権
を
奪
っ
て
属
国
化
さ
せ
る
新
帝
国
主
義
政
策
へ
移
行
し
、
日

本
を
標
的
と
す
る
領
事
制
支
配
政
策
へ
転
換
す
る
。
ま
さ
に
、
徳
川
幕
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府
の
鎖
国
時
期
に
世
界
は
大
き
く
転
換
し
、
重
商
主
義
か
ら
帝
国
主
義
、
さ
ら

に
新
帝
国
主
義
へ
と
移
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
新
帝
国
主
義
政
策
は
後
進
国
の
独
立
条
件
と
し
て
、
と
り
わ
け
日
本
に

対
し
て
⑴
経
済
政
策
と
し
て
低
関
税
、
⑵
国
家
独
立
に
条
約
改
正
を
課
す
の
で

あ
る
。
本
稿
は
こ
の
二
つ
の
問
題
、
つ
ま
り
⑴
関
税
と
⑵
領
事
権
廃
止
へ
の
条

約
改
正
の
二
点
を
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

㈠

欧
米
帝
国
主
義
の
合
法
的
統
治
政
策
─
低
関
税

徳
川
幕
府
が
江
戸
を
首
府
に
し
て
全
国
支
配
を
確
立
す
る
一
六
〇
〇
年
頃
、

欧
米
は
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
三
角
貿
易
を
通
し
て
世
界
的
植
民

地
支
配
を
完
了
し
つ
つ
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
が
三
角
貿
易
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
─
イ
ン
ド
─
中
国
の
阿
片
・
香

料
・
綿
花
の
交
易
を
確
立
す
る
や
、
ス
ペ
イ
ン
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
新
航
海

を
通
し
て
南
北
ア
メ
リ
カ
へ
の
旧
教
徒
に
よ
る
宗
教
的
支
配
と
武
力
支
配
と
で

ペ
ル
ー
、
メ
キ
シ
コ
の
征
服
を
果
た
し
て
、
東
方
支
配
へ
転
じ
よ
う
と
す
る
。

ア
フ
リ
カ
は
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
等
に

よ
る
植
民
地
政
策
で
分
割
支
配
さ
れ
る
。
中
国
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド

イ
ツ
へ
の
支
配
の
下
で
明
朝
か
ら
清
朝
へ
移
行
し
、
阿
片
と
香
港
、
上
海
そ
し

て
ベ
ト
ナ
ム
の
植
民
地
支
配
の
下
に
開
港
さ
れ
る
。

他
方
、
徳
川
幕
府
は
こ
う
し
た
欧
州
の
武
力
に
よ
る
植
民
地
支
配
と
宗
教
支

配
に
対
し
て
長
崎
港
を
中
国
の
明
・
清
朝
へ
の
交
易
拠
点
と
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
貿

易
港
と
す
る
以
外
に
鎖
国
を
固
守
し
、
世
界
と
の
交
易
を
遮
断
す
る
こ
と
と
な

る
。

こ
の
鎖
国
二
六
〇
年
余
り
の
間
に
世
界
情
勢
は
一
変
し
、
世
界
の
中
で
の
先

進
国
か
ら
後
進
国
へ
の
転
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
っ
て
開
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
徳
川
幕
府
は

国
内
に
お
け
る
尊
王
攘
夷
に
よ
っ
て
朝
廷
へ
将
軍
職
の
返
還
に
よ
っ
て
政
治
支

配
を
失
い
、
と
同
時
に
、
日
米
修
好
通
商
条
約
（
一
八
五
七
年
）
を
結
び
、
低

関
税
と
領
事
制
支
配
に
よ
る
欧
米
へ
の
従
属
国
へ
転
落
し
、
独
立
国
の
法
的
根

拠
を
喪
失
す
る
エ
ジ
プ
ト
並
み
の
支
配
を
被
る
こ
と
と
な
る
危
機
に
立
た
さ
れ

る
の
で
あ
っ
た
。

欧
米
諸
国
は
植
民
地
へ
の
武
力
支
配
か
ら
後
進
国
へ
の
合
法
的
従
属
国
支
配

へ
移
行
す
る
新
し
い
帝
国
主
義
政
策
へ
の
移
行
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
新

し
い
合
法
的
支
配
政
策
は
欧
米
国
の
文
化
・
法
律
・
関
税
の
三
位
一
体
政
策
を

受
け
入
れ
る
こ
と
を
後
進
国
、
と
り
わ
け
日
本
の
独
立
条
件
と
し
て
間
接
的
な

支
配
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
欧
米
の
新
し
い
帝
国
主
義
政
策
は
明
治
維
新
で
新
し
い
独
立
国

と
し
て
設
立
す
る
明
治
政
府
を
二
重
の
政
策
で
属
国
へ
転
落
さ
せ
よ
う
と
す

る
。
一
つ
は
低
関
税
（
五
％
）
に
よ
っ
て
経
済
的
従
属
を
迫
り
、
二
つ
目
は
領

事
庁
に
依
る
裁
判
権
の
確
立
で
政
治
的
従
属
を
進
め
る
新
し
い
帝
国
主
義
政
策

で
あ
る
。

新
し
い
帝
国
主
義
政
策
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
成
立
す
る
明
治
天
皇
の
国
内

支
配
へ
の
崩
壊
と
そ
の
従
属
化
を
武
力
に
よ
っ
て
で
な
く
て
法
律
と
領
事
裁
判

所
の
法
的
確
立
を
通
し
て
進
め
、
こ
の
合
法
的
な
帝
国
主
義
政
策
を
解
消
し
、

独
立
国
家
と
し
て
確
立
す
る
新
し
い
独
立
運
動
が
明
治
期
に
入
っ
て
明
治
天
皇

の
生
死
を
掛
け
る
条
約
改
正
政
策
と
し
て
進
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
並

み
の
文
明
国
家
像
を
条
約
改
正
運
動
に
求
め
ら
れ
、
明
治
天
皇
の
支
配
と
対
立

(2)(3)
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す
る
こ
と
と
な
る
。

伊
藤
博
文
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
帝
国
主
義
政
策
に
対
し
て
独
立
国
と
し
て

日
本
の
政
治
体
制
を
確
立
す
る
た
め
明
治
憲
法
の
立
案
に
取
り
懸
り
、
元
田
永

孚
は
国
体
に
基
づ
く
天
皇
支
配
を
絶
対
王
政
に
求
め
、
さ
ら
に
、
山
縣
有
朋
は

近
衛
兵
を
中
心
と
す
る
鎮
台
師
団
に
求
め
て
軍
事
立
国
の
確
立
を
急
ぐ
の
で
あ

る
。か

く
て
、
こ
れ
ら
元
田
永
孚
、
伊
藤
博
文
、
山
縣
有
朋
の
三
位
一
体
政
策
は

明
治
天
皇
を
絶
対
王
政
と
し
て
確
立
し
、
新
し
い
欧
米
の
帝
国
主
義
と
対
立

し
、
そ
の
克
服
の
中
で
条
約
改
正
を
果
し
、
東
ア
ジ
ア
帝
国
と
し
て
出
発
す

る
。明

治
天
皇
は
新
し
い
帝
国
主
義
の
欧
米
と
対
立
す
る
た
め
に
東
ア
ジ
ア
の
帝

国
主
義
と
し
て
軍
事
大
国
へ
の
道
を
元
田
永
孚
の
道
徳
論
を
忠
誠
心
に
す
る
こ

と
で
建
設
す
る
。
土
屋
喬
雄
は
『
日
本
国
防
国
家
建
設
の
史
的
考
察
』
の
中
で

明
治
天
皇
と
国
防
国
家
建
設
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
在
来
の
方
法
に
よ
る
攘
夷
が
実
現
不
可
能
な
る
こ
と
を
反
省
し
、
対

外
的
に
は
和
親
修
交
方
針
を
と
り
、
泰
西
文
明
の
利
器
を
速
か
に
輸
入

し
、
採
長
補
短
以
て
富
国
強
兵
を
図
り
、
萬
国
対
峙
の
大
計
を
講
ぜ
ん
と

す
る
に
あ
っ
た
。
ま
た
対
内
的
に
は
従
来
の
ご
と
き
封
建
割
拠
の
体
制
を

速
か
に
改
革
し
、
天
皇
を
戴
く
鞏
固
な
統
一
国
家
体
制
を
建
設
せ
ん
と
す

る
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」

（
四
一
頁
)

こ
う
し
て
強
力
な
統
帥
権
と
大
元
帥
と
の
地
位
に
就
い
て
絶
対
王
政
と
し
て

君
臨
す
る
明
治
天
皇
は
新
し
い
帝
国
主
義
政
策
で
独
立
を
形
骸
化
す
る
新
帝
国

主
義
政
策
の
領
治
制
支
配
と
条
約
改
正
に
立
ち
向
い
、
独
立
を
確
立
す
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

㈠

低
関
税

明
治
天
皇
を
苦
し
め
る
条
約
改
正
は
二
つ
の
問
題
の
解
決
を
明
治
天
皇
に
迫

る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
低
関
税
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
領
事
庁
の
外
国

裁
判
官
に
よ
る
裁
判
所
支
配
の
問
題
で
あ
る
。
両
方
と
も
新
し
い
帝
国
主
義
政

策
に
よ
る
合
法
的
支
配
の
問
題
で
あ
り
、
独
立
を
喪
失
さ
せ
か
ね
な
い
こ
と
と

な
る
。

こ
の
二
つ
の
問
題
の
う
ち
低
関
税
問
題
は
早
期
に
決
着
が
つ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
低
関
税
は
一
八
五
七
年
の
日
米
修
好
通
商
条
約
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
実

施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

条
例
改
正
の
関
税
率

㈠

輸
入
税

『
税
関
に
就
い
て
之
を
考
ふ
る
に
現
行
条
約
が
我
に
與
ふ
る
の
不
利
甚
だ
大
な
る

を
覚
ゆ
、
蓋
し
我
国
の
初
め
て
外
交
を
訂
す
る
に
當
り
平
均
二
割
の
輸
入
税
を
課

す
る
の
約
を
立
て
し
に
、
国
内
の
紛
擾
及
び
兵
庫
開
港
延
期
の
為
め
に
慶
応
二

（
一
八
六
六
）
年
五
月
十
三
日
税
率
を
低
下
し
て
平
均
五
分
と
な
し
以
て
今
日
に

至
れ
る
な
り
…
…
夫
れ
現
在
の
海
関
税
は
諸
国
の
談
判
に
迫
ら
れ
て
五
分
の
低
率

と
な
し
た
る
も
の
な
り
、
慶
応
年
間
に
一
定
し
て
今
日
に
変
ぜ
ざ
る
者
な
り
。

而
し
て
内
国
の
諸
税
は
維
新
以
後
大
に
増
加
し
た
る
を
見
れ
ば
之
を
今
日
に
改

正
せ
ん
こ
と
は
内
外
の
関
係
に
於
て
順
応
の
事
と
い
ふ
べ
し
、
然
れ
共
現
行
の
条

約
継
続
す
る
間
は
之
を
奈
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
関
税
に
関
し
て
権
利
の

上
よ
り
も
実
益
の
上
よ
り
も
修
正
を
要
す
る
緊
切
の
一
理
由
あ
り
。

(2)(3)
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現
行
の
条
約
に
於
て
は
外
国
よ
り
輸
入
す
る
物
品
に
対
し
て
は
我
政
府
平
均
五

分
よ
り
以
上
の
税
を
課
す
る
を
得
ざ
る
厳
重
な
る
制
限
あ
り
な
が
ら
我
よ
り
諸
国

に
輸
出
す
る
物
品
に
対
し
て
条
約
文
中
一
字
の
課
税
を
定
め
る
事
な
し
、
故
に
諸

外
国
は
我
国
よ
り
輸
送
す
る
物
品
を
取
扱
ふ
に
當
り
無
条
約
国
よ
り
輸
送
し
来
る

物
品
を
取
扱
ふ
の
方
法
を
適
用
し
所
諸
課
税
通
則
に
よ
り
て
之
を
課
す
る
が
故
に

特
約
あ
る
諸
国
よ
り
も
多
く
の
税
を
彼
に
収
め
ら
る
。』

（
前
掲
書
、
396
)

㈡

輸
出
税

幕
府
の
外
交
を
開
く
や
彼
等
（
外
国
）
の
船
舶
は
我
に
来
り
、
彼
等
の
物
品
は

我
に
入
る
も
、
我
物
品
を
彼
等
に
送
る
の
考
案
に
な
か
り
し
を
以
て
彼
等
の
方
に

課
税
の
条
文
な
き
こ
と
當
時
に
於
て
は
恠
む
に
足
る
者
な
し
。
然
る
に
今
日
は
我

物
品
を
彼
等
に
輸
送
す
る
こ
と
年
に
増
加
す
る
に
拘
ら
ず
条
約
文
中
課
税
の
条
項

な
き
を
以
て
、
諸
国
は
無
条
約
の
物
品
に
課
税
す
る
の
通
則
に
よ
り
て
我
物
品
に

課
税
す
る
が
故
に
其
率
他
よ
り
も
高
し
。
是
れ
我
の
彼
等
に
対
す
る
は
五
分
の
低

税
に
止
ま
り
て
諸
国
の
我
に
対
す
る
は
彼
等
相
互
の
割
合
よ
り
高
税
を
課
す
る
者

に
し
て
唯
国
際
同
等
の
義
に
違
ふ
の
み
に
非
ず
我
貿
易
に
取
り
て
不
利
の
甚
き
者

な
り

こ
の
日
米
修
好
通
商
条
約
は
大
老
井
伊
直
弼
の
指
導
の
下
に
合
衆
国
代
表
ハ

リ
ス
と
の
間
で
調
印
さ
れ
、「
平
均
二
割
」
の
関
税
を
結
び
、
さ
ら
に
条
約
で

は
「
税
率
を
低
下
し
て
平
均
五
分
」
の
低
関
税
へ
改
訂
し
、
低
関
税
を
以
降
続

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
十
四
代
将
軍
家
茂
は
一
八
六
六
年
改
税
約
書
で
輸
入

関
税
を
一
律
五
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
低
関
税
へ
に
改
変
す
る
や
、
貿
易
の
輸
入
超

過
を
生
じ
さ
せ
、
明
治
時
代
以
降
も
引
続
き
輸
入
超
過
を
慢
性
化
傾
向
と
な

り
、
明
治
天
皇
の
財
政
基
盤
を
脆
弱
化
す
る
要
因
と
化
し
た
。
こ
の
低
関
税
に

由
る
財
政
基
盤
の
弱
体
化
は
海
軍
の
軍
艦
建
造
の
減
少
を
生
み
、
明
治
天
皇
に

よ
る
宮
廷
費
の
一
部
を
海
軍
へ
の
追
加
予
算
と
し
て
軍
艦
建
造
費
用
に
当
て
る

こ
と
と
な
り
、
海
軍
の
脆
弱
性
を
生
む
こ
と
と
な
る
。
山
縣
有
朋
は
西
郷
従
道

を
海
軍
大
臣
に
就
任
さ
せ
、
海
軍
の
強
化
に
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
陸
軍
は
山

縣
有
朋
を
陸
軍
大
臣
、
参
謀
本
部
長
に
就
任
さ
せ
、
全
国
の
鎮
台
を
師
団
へ
編

成
し
、
近
衛
師
団
を
頂
点
に
す
る
最
強
の
軍
師
団
、
旅
団
の
強
靱
化
に
努
め
る
。

明
治
天
皇
は
鎮
台
、
近
衛
師
団
の
大
規
模
演
習
を
毎
年
実
施
さ
せ
、
そ
の
演

習
の
実
施
の
際
、
必
ず
演
習
の
両
軍
に
よ
る
勝
負
戦
を
現
地
視
察
し
、
そ
の
勝

敗
へ
の
評
価
を
試
み
る
こ
と
で
、
鎮
台
及
び
師
団
、
旅
団
の
実
戦
力
強
化
を
大

元
帥
と
し
て
の
任
務
と
す
る
。
こ
う
し
た
近
衛
師
団
、
各
師
団
そ
し
て
旅
団
は

明
治
天
皇
の
天
覧
の
下
で
強
靱
化
さ
れ
、
東
洋
最
強
の
軍
隊
へ
育
む
こ
と
と
な

る
。
他
方
、
海
軍
は
低
関
税
に
由
る
税
収
の
少
な
さ
で
軍
艦
造
船
の
少
数
化
で

脆
弱
さ
の
中
に
苦
し
み
、
西
郷
従
道
を
海
軍
大
臣
に
す
る
こ
と
か
ら
明
治
天
皇

の
苦
悩
の
最
大
要
因
と
な
る
。
そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
低
関
税
に
由
る
関
税

収
入
の
少
な
さ
に
原
因
し
、
日
本
軍
事
大
国
に
お
け
る
弱
点
と
し
て
第
二
次
大

戦
ま
で
尾
を
引
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
慶
応
二
年
五
月
十
三
日
に
於
け
る
平
均
五
分
の
低

関
税
は
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
続
く
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
明
治
時
代
に
入
っ

て
外
国
へ
輸
出
す
る
日
本
の
輸
出
品
に
対
し
て
は
高
い
関
税
を
課
し
て
日
本
か

ら
の
輸
出
を
国
際
的
に
不
利
に
す
る
貿
易
政
策
を
採
用
す
る
。

か
く
て
日
本
の
貿
易
は
江
戸
幕
府
か
ら
明
治
時
代
へ
移
行
し
て
も
、
輸
入
の

低
関
税
と
輸
出
へ
の
高
関
税
と
に
よ
っ
て
国
際
同
等
の
義
に
違
ふ
の
み
な
ら

ず
、
不
利
の
貿
易
と
な
り
、
明
治
天
皇
を
悩
ま
せ
る
事
態
と
な
る
。

明
治
以
降
の
関
税
＝
輸
入
税
則
は
、
八
十
二
の
輸
入
商
品
毎
に
見
て
見
る
と

次
の
図
表
と
な
り
、
低
関
税
を
引
き
続
き
制
度
と
し
て
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
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窺
え
る
。

安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
～
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
の
間
（
八
年
間
）
の
改
税

約
定
＝
之
ヲ
現
今
公
行
（
明
治
以
降
）
ノ
輸
入
税
則
＝
関
税
と
化
し
、
次
の
関
税

率
と
な
る
。

輸
入
品
運
上
（
関
税
）
目
録

〔
Ⅰ
〕
第
一
類
従
量
税
品

品

目

量

数

税
額
（
関
税
）

一
分
銀

額

一

明
礬

毎
百
斤

〇

〇
一
五
〇
〇

二

檳
榔

同

〇

〇
四
五
〇
〇

三

銅
製
釦

毎
百
四
十
四

〇

〇
二
二
〇
〇

四

蠟
燭

同
百
斤

二

二
五
〇
〇
〇

五

帆
木
綿
類

毎
十
瑪

〇

二
五
〇
〇
〇

六

巻
煙
草

毎
一
斤

〇

二
五
〇
〇
〇

七

丁
子
並
母
丁
子

同
百
斤

一

〇
〇
〇
〇
〇

八

洋
紅

同

二
一

〇
〇
〇
〇
〇

九

縄
（
船
用
）

同

一

二
五
〇
〇
〇

十

繰
綿

同

一

二
五
〇
〇
〇

十
一

木
綿

織
物
類

生
金
巾

晒
金
巾

市
金
巾

白
綾
金
巾

甲
、
巾
三
十
四
英
寸
迄

毎
十
瑪

〇

〇
〇
七
五
〇

染
絞
金
巾

染
無
文
金
巾

乙
、
巾
四
十
英
寸
迄

毎
十
瑪

〇

〇
〇
八
七
五

雲
斎
木
綿

カ
ム
ブ
リ
ッ
ク

丙
、
巾
四
十
六
英
寸
迄

毎
十
瑪

〇

〇
一
〇
〇
〇

寒
冷
紗

更
紗
形
寒
冷
紗

丁
、
巾
四
十
六
英
寸
迄

上
毎
十
瑪

〇

〇
一
一
二
五

柳
条
布

品

目

量

数

税
額
（
関
税
）

一
分
銀

額

ク
イ
ル
チ
ン
グ

コ
ッ
ト
ネ
ッ
ト

更
紗
類

右
品
ニ
染
色

十
二

唐
棧
類
又
布

巾
三
十
一
英
寸
迄
毎
十
瑪

〇

〇
一
七
五
〇

巾
三
十
一
英
寸
以
上
四
十
三
英

尺
迄
ハ

〇

〇
二
〇
〇
〇

十
三

天
鵞
絨

繻
子
類

ῦ⾈⾈⾈⾈⾈⾈Ῠ
畝
織
天
鵞
絨

Ὺ⾈⾈⾈⾈⾈⾈Ῥ

綿
天
鵞
絨

紋
綿
天
鵞
絨

繻
子

綿
純
子

巾
四
十
英
寸
迄
毎
瑪

〇

〇
二
五
〇
〇

十
四

縞
布

巾
三
十
一
英
寸
迄
毎
十
瑪

一
〇

〇
〇
六
〇
〇

巾
四
十
一
英
寸
迄
毎
十
瑪

〇

〇
〇
九
〇
〇

十
五

手
拭

毎
十
二

〇

〇
〇
五
〇
〇

十
六

木
綿
繻
袢
同
股
引

同
十
二
箇

〇

〇
三
一
〇
〇

十
七

飯
臺
掛

同
一
枚

〇

〇
〇
六
〇
〇

十
八

木
綿
糸
並
片
糸

同
百
斤

七

五
〇
〇
〇
〇

十
九

木
綿
糸
（
白
並
染
色
）

同

五

〇
〇
〇
〇
〇

二
十

阿
仙
薬

同

〇

七
五
〇
〇
〇

二
十
一

翡
翠
孔
雀
毛
類

毎
百
枚

一

五
〇
〇
〇
〇

二
十
二

煫
石

同
百
斤

〇

一
二
〇
〇
〇

二
十
三

檳
榔
膏

同

〇

四
五
〇
〇
〇

二
十
四

雌
黄

同

三

七
五
〇
〇
〇

二
十
五

硝
子
板

一
箱
（
十
フ
ー
ト
四
方
入
）

〇

三
五
〇
〇
〇

二
十
六

膠

毎
百
斤

〇

六
〇
〇
〇
〇

三
十
八

革

毎
百
斤

二

〇
〇
〇
〇
〇

三
十
九

麻
布
類

十
ヤ
ー
ル
ト
ニ
付

〇

二
〇
〇
〇
〇

四
十
一

ア
ン
ペ
ラ
敷
物

一
巻
ニ
付
四
十
ヤ
ー
ル
ト

〇

七
五
〇
〇
〇

四
十
二

鋼
並
青
銅
（
板
掉
釘
）

毎
百
斤

三

五
〇
〇
〇
〇

四
十
五

鉄
塊

毎
百
斤

〇

一
五
〇
〇
〇
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品

目

量

数

税
額
（
関
税
）

一
分
銀

額

四
十
六

船
脚
ニ
用
フ
ル
鉄

同

〇

〇
六
〇
〇
〇

四
十
七

鉄
針
金

同

〇

八
〇
〇
〇
〇

四
十
八

鉛
塊

同

〇

八
〇
〇
〇
〇

四
十
九

鉛
板

同

一

〇
〇
〇
〇
〇

五
〇

亜
鉛

同

〇

六
〇
〇
〇
〇

五
十
一

鋼

同

〇

六
〇
〇
〇
〇

五
十
二

錫

同

三

〇
〇
〇
〇
〇

六
十
八

嗅
烟
草

毎
一
斤

〇

三
〇
〇
〇
〇

六
十
九

石
礆
（
掉
ニ
ナ
リ
タ
ル
物
）

毎
百
斤

〇

三
〇
〇
〇
〇

七
十
六

大
羅
紗

巾
三
十
四
英
寸
迄
毎
十
瑪

〇

〇
六
〇
〇
〇

小
巾
羅
紗

巾
五
十
五
英
寸
迄
毎
十
瑪

一

〇
〇
〇
〇
〇

中
等
羅
紗

巾
五
十
五
英
寸
迄
毎
十
瑪

一

二
五
〇
〇
〇

七
十
八

毛
緞
子

フ
ラ
ネ
ル

羅
背
板

カ
ル
ヂ
ス
Ὺ⾈Ύ⾈Ῥ

毎
十
瑪

〇

〇
四
五
〇
〇

八
十
二

ラ
ス
チ
ン
グ

メ
リ
ノ
ス

全
外
都
テ
毛
織
物
Ὺ⾈Ύ⾈Ῥ

甲
、
巾
卅
四
英
寸
迄
毎
十
瑪

乙
、
巾
卅
四
英
寸
迄
毎
十
瑪

〇〇

〇
三
〇
〇
〇

〇
四
五
〇
〇

〔
Ⅱ
〕
第
二
類

無
税
品

食
料
又
ハ
荷
物
ニ
用
ル
諸
獣
類
、
碇
並
鎖
ノ
碇
綱
、
石
炭
、
外
国
ノ
衣
服
（
此
運

上
目
録
ニ
載
セ
ザ
ル
品
ニ
限
ル
ベ
シ
）、
金
銀
貨
幣
ニ
作
リ
タ
ル
者
、
又
ハ
作
ラ

ザ
ル
者
、
穀
類
並
粉
、
油
糟
、
荷
造
ニ
用
ユ
ル
莚
、
硝
石
、
タ
ー
ル
、
並
チ
ャ

ン
、
茶
鉛

第
三
類

禁
制
品

兵
器
、
並
ニ
軍
用
諸
品
、
巴
里
斯
品
、
長
沓
並
沓
、
時
計
類
、
並
オ
ル
ゴ
ー
ル
、

珊
瑚
、
刃
物
類
、
薬
種
、
水
薬
類
、
染
具
、
西
洋
陶
磁
器
、
諸
般
家
具
（
新
旧
ヲ

論
ゼ
ズ
）、
硝
子
器
、
金
銀
ノ
糸
並
鈕
、
ゴ
ム
額
、
並
香
椒
類
、
硝
子
燈
類
、
鏡

類
、
珠
玉
類
、
器
械
類
、
絹
糸
、
或
ハ
絹
木
綿
若
ク
ハ
絹
毛
氈
織
物
類
、
油
画
、

並
銅
版
、
木
版
画
類
、
香
具
、
石
礆
、
金
銀
キ
セ
、
並
減
金
器
物
類
、
獣
皮
類
、

遠
目
鏡
、
学
芸
ニ
用
ユ
ル
器
具
、
材
木
、
酒
類
、
酒
精
類
、
食
料
食
物

○

江
戸
条
約
第
八
条
ニ
従
ヒ
、
外
国
船
ヲ
日
本
人
ヘ
売
渡
ス
節
ハ
、
蒸
気
船
ハ
一

噸
ニ
付
銀
四
十
五
匁
、
帆
前
船
ハ
銀
十
五
匁
ヲ
納
ム
ベ
キ
事

此
目
録
ニ
付
ス
ル
輸
出
品
運
上
目
録
ト
、
三
条
ノ
規
則
ト
ヲ
以
テ
シ
、
其
第
一

則
ハ
左
ノ
如
ク
書
載
セ
リ
、
曰
ク

輸
入
目
録
ニ
載
セ
ザ
ル
品
ハ
、
輸
出
目
録
ニ
載
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト
モ
、
之

ニ
税
ヲ
納
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
元
代
ニ
隨
テ
税
ヲ
納
ム
ベ
シ
ト
。

上
来
ハ
実
ニ
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
丙
寅
ノ
年
五
月
十
三
日
所
訂
ノ
約
条
ニ
係

リ
、
彼
我
ノ
政
府
之
ヲ
批
准
セ
シ
後
年
凡
ソ
二
ケ
月
ノ
間
、
即
チ
明
治
一
年
九
月

ニ
至
ル
マ
デ
、
一
二
ノ
改
定
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
之
ヲ
挙
行
シ
、
明
治
維
新
ノ
影
響
的

此
訂
約
ニ
及
ス
コ
ト
無
カ
リ
キ
、
然
ル
ニ
同
年
九
月
廿
八
日
我
カ
政
府
ハ
新
ニ
西

班
牙
政
府
ト
修
好
ノ
条
規
ヲ
結
ビ
、
並
セ
テ
貿
易
ノ
章
程
ヲ
定
ム
ル
ニ
及
デ
、
左

ノ
条
目
ヲ
其
税
則
ニ
加
ヘ
、
始
メ
テ
慶
応
年
間
所
訂
ノ
税
則
ニ
就
テ
、
其
一
部
ヲ

改
訂
セ
リ
。

ス
ペ
イ
ン
と
の
条
約
締
結
（
九
月
二
十
八
日
─
慶
応
年
間
条
例
の
改
定
→
明
治

政
府
の
最
初
の
条
例
）

明
治
政
府
設
立

⚑
⚘
⚖
⚘

⚑
月
15
日
王
政
復
古

慶
応
⚓
、
⚙
／
26
王
政
復
古
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㈡

欧
米
帝
国
主
義
の
合
法
的
統
治
政
策
─
条
約
改
正

明
治
天
皇
は
欧
米
諸
国
と
対
等
な
文
明
国
家
と
し
て
国
際
関
係
を
結
び
、
と

同
時
に
、
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
そ
し
て
ア
メ
リ
カ

と
対
等
な
国
際
的
交
際
を
築
こ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
欧
米
諸
国
と
対
等
な
交

際
を
結
ぼ
う
と
す
る
際
に
、
新
帝
国
主
義
政
策
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
、

法
律
、
裁
判
、
行
政
、
商
法
、
そ
し
て
刑
事
、
立
法
、
司
法
等
を
導
入
し
て
フ

ラ
ン
ス
化
す
る
事
を
条
約
事
項
と
し
て
掲
げ
、
そ
の
条
約
改
正
を
明
治
政
府
に

迫
る
の
で
あ
る
。

明
治
天
皇
は
、
こ
う
し
た
欧
米
の
新
帝
国
主
義
政
策
の
合
法
的
支
配
に
よ
る

日
本
の
独
立
を
失
う
こ
と
に
危
機
感
を
積
も
ら
せ
る
。
低
関
税
が
明
治
政
府
の

経
済
を
破
綻
さ
せ
る
危
機
を
深
め
さ
せ
た
が
、
他
方
領
事
裁
判
権
は
明
治
政
府

の
独
立
を
喪
失
さ
せ
て
外
国
支
配
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
危
機
へ
繋
が

り
、
新
帝
国
主
義
政
策
の
標
的
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

関
税
条
項
が
明
治
政
府
の
財
政
危
機
を
深
め
る
の
に
帰
結
す
る
が
、
領
事
裁

判
権
は
国
家
の
中
枢
で
あ
る
行
政
・
司
法
・
立
法
の
権
限
を
喪
失
さ
せ
独
立
を

奪
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
と
な
る
。
ま
さ
に
明
治
天
皇
が
国
家
危
機
に

な
り
か
ね
な
い
領
事
裁
判
権
の
廃
棄
と
フ
ラ
ン
ス
流
の
立
法
国
家
（
商
法
・
憲

法
・
刑
事
法
・
民
法
・
訴
訟
法
等
）
に
な
る
こ
と
を
条
約
改
正
の
目
的
と
し
て

迫
り
、
果
せ
れ
ば
欧
米
と
同
等
な
独
立
国
家
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
条
約
改
正

の
目
的
と
し
て
設
定
す
る
。

条
約
改
正
は
日
本
国
を
フ
ラ
ン
ス
国
並
み
の
法
治
国
家
へ
発
達
さ
せ
る
こ
と

と
な
る
。
明
治
天
皇
は
生
涯
を
か
け
て
条
約
改
正
に
取
り
組
み
、
明
治
二
十
七

年
日
英
通
商
航
海
条
約
、
日
米
通
商
航
海
条
約
、
日
伊
通
商
航
海
条
約
を
結

び
、
条
約
改
正
を
通
し
て
欧
米
と
同
等
の
独
立
国
と
し
て
認
証
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
明
治
天
皇
は
次
の
図
表
「
条
約
改
正
条
例
・
草
案
」
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
明
治
六
年
の
「
大
日
本
・
合
衆
国
新
定
条
約
并
附
録
草
案
」
か
ら
始
ま

り
、
二
十
年
間
か
け
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

条
約
改
正
は
主
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
井
上
馨
の
交
渉
批
判
と
内
閣
総
理

大
臣
伊
藤
博
文
の
仮
装
舞
踏
会
へ
の
反
対
声
明
を
契
機
に
し
て
国
民
的
運
動
と

な
り
、
さ
ら
に
、
明
治
天
皇
の
条
約
改
正
へ
の
熱
い
意
志
に
支
え
ら
れ
て
根
強

く
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
条
約
改
正
は
明
治
天
皇
に
支
持
さ
れ
、
歴

代
の
外
務
大
臣
、
或
い
は
全
権
委
員
の
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
へ
一
歩
ず
つ
進
む

こ
と
と
な
る
。
代
表
的
な
外
務
大
臣
或
い
は
交
渉
全
権
委
員
は
⑴
明
治
九
年
か

ら
十
一
年
の
寺
島
宗
則
、
⑵
十
五
年
か
ら
二
〇
年
の
井
上
馨
、
⑶
二
十
一
年
か

ら
二
十
二
年
の
大
隈
重
信
、
⑷
二
十
二
年
か
ら
二
十
四
年
の
青
木
周
蔵
、
⑸
二

十
七
年
の
陸
奥
宗
光
、
そ
し
て
四
十
四
年
の
小
村
寿
太
郎
等
の
任
務
と
な
り
、

条
約
改
正
の
解
決
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
明
治
時
代
は
明
治
天
皇
に
よ
る
条
約
改
正
交
渉
で
終
り
を
告
げ
る

こ
と
と
な
る
が
、
次
の
図
表
は
条
約
改
正
の
交
渉
年
月
日
を
纏
め
た
も
の
で
あ

り
、
本
格
化
さ
れ
る
伊
藤
博
文
の
舞
踏
会
か
ら
明
治
二
十
八
年
の
日
清
戦
争
講

和
条
約
調
印
迄
の
前
半
部
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
日
清
戦
争
に
勝
利
す
る
日
本

の
極
東
に
於
け
る
覇
権
国
家
を
認
め
、
条
約
改
正
を
承
認
す
る
最
初
の
国
と
な

る
。
以
後
、
東
洋
は
日
英
同
盟
を
結
び
、
そ
の
覇
権
の
下
に
再
編
成
さ
れ
、
日

英
の
新
し
い
帝
国
主
義
政
策
の
支
配
下
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

条
約
改
正
が
フ
ラ
ン
ス
色
へ
の
再
編
成
を
基
軸
方
針
と
し
な
が
ら
、
実
態
に

於
い
て
、
領
事
官
と
外
国
人
裁
判
官
は
主
要
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
派
遣
官
僚

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
最
初
の
条
約
改
正
は
明
治
六
年
十
二
月
に
取
り
か
わ
す
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図表 「條約改正交渉年表」

年 月 日 條約改正條例・草案⑴

⚑ 明治六年十二月 大日本・合衆国新定條約并附録草案
⚒ 明治二十年四月二十日 井

上
馨

内閣総理大臣官邸に仮装舞踏会を開催す
⚓ 明治二十年七月二十九日 條約改正会議の無期延期
⚔ 明治二十二年十月二日 山縣有朋の帰朝と條約改正賛否両派の画策
⚕ 明治二十二年十月三日 内閣総理大臣をして條約改正可否の議を確定せしめられとす
⚖ 帝国大学総長教授 條約改正問題に就き講演す
⚗ 明治二十二年十月十日 佐々木高行 條約改正問題の処理に就き直奏す
⚘ 明治二十二年十月十一日

大
隈
重
信

閣議を開き條約改正の事を議す
⚙ 明治二十二年十月十五日 條約改正に関する内閣会議に臨御
10 明治二十二年十月十六日 寺島宗則等條約改の議を枢密院に諮詢されんことを請ふ
11 山縣有朋條約改正の時期尚早を説く
12 明治二十二年十月十八日 後藤象二郎の條約改正反対意見
13 明治二十二年十月十八日 山縣有朋の條約改正延期意見
14 明治二十二年十月 板垣退助條約改正の中止を上書す
15 明治二十二年十二月十三日

青
木
周
蔵

米独露三国に條約実施の延期を通告す
16 明治二十二年十二月十四日 外務大臣大隈重信の辞職
17 明治二十二年十二月二十三日 農商務大臣井上馨の辞職
18 明治二十二年十二月十四日 井上毅 條約改正問題処理の促進を説く
19 明治二十二年十二月二十八日 外務大臣に條約改正の全権を委任す
20 明治二十三年二月八日 條約改正に関する覚書を締盟各国に提示す
21 明治二十三年二月十四日 内閣総理大臣等をして枢密顧問官と條例改正の件を内議せしめらる
22 明治二十三年三月二十七日 民法の公布・民事訴訟法の公布・商法の公布
23 明治二十三年十月六日 治罪法から刑事訴訟法の制定へ
24 明治二十三年七月十五日 英国政府改正條約案及び議定書案を提出す
25 明治二十五年四月五日 閣議 條約改正基本方針を定む
26 四月十二日 條約改正案調査委員の任命
27 明治二十五年四月十八日 條約改正案調査委員会第一回 外務大臣を委員長と為す
28 明治二十五年四月二十一日 田中不二麿の民法・商法修正審査委員設置反対意見
29 明治二十五年六月十八日 田中不二麿民法・商法施行延期不可の意見書を上呈す
30 明治二十五年六月二十三日 司法大臣田中不二麿の辞任
31 金子堅太郎 国際公法会総会に参列
32 明治二十六年二月十七日 衆議院條約改正の促進を上奏す
33 明治二十六年二月十七日 條約改正 上奏文
34 明治二十六年四月十三日 法典調査会総裁以下委員の任命
35 明治二十六年七月十九日 條約改正案を裁可せらる
36 明治二十六年十一月十五日 伊藤博文等條約改正案の枢密院諮詢を奏請す
37 明治二十六年十二月二十九日 陸奥外務大臣條約厲行建議案の撤回を求む
38 明治二十七年四月九日 日布 條約中領事裁判権に関する規定を廃す
39 明治二十七年五月十六日 伊藤博文の條約改正に関する方針演説
40 明治二十七年五月二十二日 衆議院條約改正建議案を否決す
41 明治二十七年七月十六日 日英通商航海條約の調印
42 明治二十七年八月二十二日 日英通商航海條約及び議定書の批准
43 明治二十七年十一月二十二日 日米通商航海條約の調印
44 明治二十七年十二月一日 日伊通商航海條約の調印
45 明治二十八年六月八（九）日 日露通商航海條約の締結
46 明治二十八年九月六日 日伊通商航海條約改正

「明治天皇紀第六・七・八巻」



次
の
「
大
日
本
・
合
衆
国
新
定
条
約
」
を
出
発
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
新
定

条
約
は
日
本
へ
の
領
事
派
遣
を
次
の
よ
う
に
契
約
し
、
実
施
す
る
契
約
書
で
あ

る
。⚑

大
日
本
・
合
衆
国
新
定
条
約
并
附
録
草
案

明
治
六
年
十
二
月

日
本
天
皇
陛
下
お
よ
ひ
亜
米
利
加
合
衆
国
は
茲
に
両
国
の
為
に
存
立
せ
る
和
親

を
為
ら
せ
ん
事
を
願
ひ
且
つ
両
国
之
貿
易
交
通
を
奨
せ
ん
事
付
欲
し
和
親
貿
易
航

海
之
条
約
を
結
ふ
事
を
協
議
し
為
に
各
々
其
全
権
を
命
せ
り

即
ち

日
本
天
皇
陛
下
ハ

合
衆
国
大
統
領
ハ

こ
の
全
権
ハ
各
其
委
任
状
に
両
替
へ
其
善
良
適
正
な
る
こ
と
を
知
り
左
之
条
々

を
協
議
せ
り

第
一
条

両
国
よ
り
互
に
其
辨
務
使
或
は
交
際
官
員
を
派
出
し
、
彼
の
都
府
に
派
留
せ
し
む

る
事
を
得
へ
し

且
両
国
よ
り
互
に
総
領
事
領
事
副
領
事
代
理
領
事
又
は
管
商
官

員
を
命
し
外
国
貿
易
の
為
に
開
き
た
る
港
或
は
場
所
に
居
留
せ
し
む
る
事
を
得
へ

し
。
此
官
員
等
は
最
も
優
待
せ
ら
れ
た
る
国
々
の
領
事
官
員
に
許
可
す
べ
き
権
理

殊
典
特
例
を
占
む
へ
し

右
之
交
際
官
員
及
ひ
領
事
官
員
は
互
に
か
の
国
中
に
於
て
何
れ
の
場
所
に
て
も
勝

手
に
旅
行
す
る
の
権
理
あ
る
へ
し

第
二
条

両
国
の
総
領
事
領
事
副
領
事
は
公
務
を
司
と
る
に
付
其
権
理
殊
典
特
例
を
占
む
へ

き
為
に
其
職
務
に
取
掛
る
前
に
其
在
留
国
の
政
府
に
適
當
な
る
委
任
状
を
示
す
へ

し
其
政
府
の
看
認
め
書
を
得
た
る
上
に
て
在
留
地
方
の
官
員
及
ひ
人
民
よ
り
公
務

に
て
尊
敬
せ
ら
る
ゝ
事
を
得
へ
し

第
三
条

両
国
政
府
に
て
命
し
た
る
領
事
官
員
は
其
の
在
留
国
の
人
民
に
非
ざ
る
以
上
は
都

て
其
国
役
並
に
諸
租
税
地
方
税
等
を
免
る
べ
き
事
を
約
定
す
但
し
貿
易
之
為
歟
又

は
其
所
有
物
之
為
に
納
む
べ
き
税
は
此
例
に
あ
ら
ず
と
雖
と
も
中
外
之
差
別
な
く

そ
の
地
方
之
住
民
よ
り
約
む
へ
き
高
に
過
さ
る
べ
し

我
草
案
第
五
条

但
し
其
領
事
官
等
は
貿
易
を
営
な
む
に
於
て
は
其
在
留
地
方
に

て
平ㅟ

民ㅟ

をㅟ

治ㅟ

むㅟ

るㅟ

処ㅟ

の
法
律
故
例
に
服
従
せ
さ
る
へ
か
ら
す

我
草
案
第
五
条

此
官
員
は
其
役
所
の
門
前
に
政
府
の
徽
章
を
掲
け
其
上
に
官
名

を
記
し
置
く
事
の
殊
典
を
得
へ
し
尤
も
此
標
記
あ
り
と
て
決
し
て
罪
人
を
陰
蔽
す

る
の
権
利
を
附
與
す
る
に
は
非
す
又
そ
の
家
屋
し
て
地
方
裁
判
役
の
追
求
を
免
れ

し
む
へ
き
名
義
あ
る
に
あ
ら
す

公
用
書
類
に
は
猥
り
に
手
を
下
す
事
な
か
る
へ
し
又
何
等
之
時
宜
あ
り
と
も
地
方

之
官
吏
は
こ
の
公
用
書
類
を
取
押
へ
或
は
之
に
関
係
す
る
事
を
得
さ
る
へ
し

校
訂
者
註
曰

朱
書
ノ
意
味
ハ
表
紙
所
記
ノ
通
リ
デ
ア
ル
又
其
中
ニ
ア
ル
圏
点
モ

原
文
ノ
儘
デ
ア
ル

第
四
条

領
事
館
員
は
自
国
商
船
内
の
取
締
を
引
受
て
管
轄
し
海
上
港
内
之
別
を
論
せ
す
其

商
船
の
船
長
士
官
其
外
乗
組
之
も
の
の
間
に
起
り
た
る
争
論
就
中
其
俸
給
之
割
合

あ
る
ひ
は
約
定
を
履
行
す
る
事
に
関
渉
し
た
る
諸
務
は
独
断
に
て
裁
判
す
へ
し

両
国
之
地
方
官
吏
は
何
等
之
名
義
あ
り
と
も
此
論
争
に
立
入
る
こ
と
な
か
る
へ
し

と
雖
と
も
若
し
領
事
官
員
よ
り
願
ひ
出
る
時
は
そ
の
取
押
ゆ
ヘ
キ
事
を
緊
要
な
り

と
せ
は
乗
組
の
者
を
追
捕
し
之
を
擒
縛
し
又
之
を
入
牢
せ
し
む
る
事
に
付
地
方
官

員
よ
り
力
を
假
す
へ
し

右
之
取
押
ゆ
き
も
の
等
に
付
て
は
日
本
お
よ
び
合
衆
国
に
於
て
領
事
官
員
よ
り
其
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地
方
官
吏
に
差
出
た
る
願
立
之
書
面
を
證
拠
と
し
て
補
縛
す
へ
し
但
し
こ
の
願
書

に
は
船
目
録
之
書
抜
或
は
乗
組
人
之
性
名
表
を
添
ゆ
へ
し

尤
も
こ
の
捕
縛
せ
ら

れ
た
る
も
の
等
は
そ
の
船
之
滞
留
中
は
領
事
館
員
の
差
図
に
任
す
へ
き
も
の
た
る

へ
し

又
こ
の
者
等
の
出
牢
は
領
事
館
員
の
願
書
を
證
拠
と
し
て
取
扱
ふ
へ
し

此
者
等
之
捕
縛
並
に
入
牢
の
諸
費
は
領
事
館
員
よ
り
之
を
払
ふ
へ
し

校
訂
者
注
曰

朱
線
ハ
其
中
ニ
ア
ル
文
字
ヲ
削
除
ス
ル
ノ
意
以
下
皆
同
じ
欄
外
ノ

○
◎
等
モ
原
木
ノ
儘
何
カ
ノ
覚
ノ
為
ニ
書
イ
タ
ノ
デ
ア
ラ
ウ

第
五
条

領
事
館
員
は
自
国
の
軍
船
或
は
商
船
よ
り
出
奔
し
た
る
も
の
を
取
押
へ
禁
錮
す
る

事
に
付
其
地
方
官
吏
之
助
勢
を
求
む
る
の
権
利
あ
る
へ
し

此
義
に
付
て
は
領
事
館
員
よ
り
書
面
を
以
て
此
出
奔
人
取
押
之
事
を
裁
判
所
或
は

裁
判
役
或
は
其
の
筋
の
役
人
之
申
立
船
目
録
乗
組
人
性
名
表
を
示
し

此
者
は
其

船
の
乗
組
中
の
も
の
に
相
違
な
き
事
を
證
す
へ
し

此
出
奔
人
を
取
押
た
る
時
は
其
領
事
館
員
の
差
図
に
ま
か
せ
申
立
人
の
願
に
よ
つ

て
其
入
用
を
以
て
こ
れ
を
入
牢
せ
し
む
る
歟
又
は
其
乗
組
の
船
歟
或
は
同
国
之
他

船
に
送
り
渡
す
へ
し

若
し
右
の
取
押
た
る
も
の
を
其
の
捕
縛
の
日
よ
り
六
ヶ
月
之
間
に
引
取
ら
さ
る
時

は
こ
の
も
の
を
赦
し
其
後
は
こ
の
旧
罪
を
以
て
再
び
取
押
へ
ざ
る
へ
し

註
曰

黒
線
中
ノ
赤
字
ハ
一
旦
朱
書
ノ
通
リ
ニ
シ
テ
見
タ
ガ
又
削
ル
コ
ト
ニ
シ
タ

ト
云
フ
意
味
ラ
シ
イ

第
六
条

我
草
案
第
八
条

両
国
茲
に
発
約
し
て
以
て
彼
此
之
人
民
そ
の
封
疆
お
よ
び
管
轄

内
に
あ
る
も
の
ゝ
身
体
家
庭
を
専
ら
保
護
せ
ん
為
に
裁
判
所
を
洞
開
し
最
も
優
待

せ
ら
れ
た
る
国
民
と
同
様
な
る
裁
判
之
扶
助
を
得
し
め
ん
と
す

右
之
人
民
等
そ
の
国
之
法
律
或
は
故
例
に
従
ふ
て
証
拠
を
立
る
時
は
都
て
両
国
之

諸
裁
判
所
に
於
て
之
を
眞
正
の
憑
詞
と
看
做
し
両
国
人
民
い
つ
れ
も
裁
判
所
に
出

訴
し
て
須
要
の
手
段
を
尽
す
事
勝
手
た
る
へ
し

註
曰

本
条
ハ
後
カ
ラ
追
加
シ
タ
モ
ノ
故
ニ
次
条
以
下
ハ
一
条
ヅ
ゝ
繰
下
ゲ
ニ

ナ
ッ
テ
居
ル

第
七
条
（
元
第
六
条
）

両
国
互
に
協
議
し
雙
方
よ
り
輸
出
す
る
物
品
に
税
を
課
す
る
事
な
く
且
つ
凡
て
法

に
叶
ひ
た
る
輸
入
品
輸
出
品
は
税
金
払
済
之
上
両
国
に
て
輸
出
入
す
る
事
勝
手
た

る
へ
し
其
税
目
両
国
政
府
に
て
時
々
各
々
之
を
取
設
へ
し

国
之
差
別
を
論
せ
す

一
般
の
人
民
に
施
す
へ
き
制
限
之
外
は
陽
は
に
て
も
又
は
陰
に
て
も
免
許
或
は
別

段
許
可
す
と
の
名
議
を
設
け
て
以
て
日
本
臣
民
と
合
衆
国
人
民
と
の
間
に
あ
る
貿

易
の
交
通
に
制
限
を
置
か
さ
る
へ
し

我
草
案
第
九
条
刪
定

両
国
人
民
の
貿
易
及
ひ
人
事
の
交
際
に
於
て
一
般
の
人
民

に
施
す
へ
き
制
限
の
外
は
陽
は
に
て
も
又
は
陰
に
て
も
制
限
を
置
か
さ
る
へ
し
且

つ
此
国
の
人
民
に
於
て
は
彼
国
の
人
民
を
雇
ふ
て
法
に
戻
ら
さ
る
使
役
に
供
す
る

事
自
由
な
る
べ
し

我
草
案
第
二
条

両
国
の
人
民
は
互
に
其
国
民
を
治
む
る
処
の
法
律
論
告
お
よ
び

故
例
に
服
従
す
へ
し

校
訂
者
注
曰

本
条
第
一
項
ハ
前
記
ノ
成
案
ヲ
得
ル
マ
デ
ニ
更
ニ
二
段
ノ
訂
正
ヲ

経
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
朱
筆
添
削
ノ
模
様
ニ
ヨ
リ
テ
明
カ
デ
ア
ル

其
儘
印
刷
ス

ル
ハ
煩
雑
ナ
ル
ニ
付
キ
右
ノ
二
段
階
ノ
改
正
案
ヲ
次
ニ
示
サ
ウ

⚑
．
両
国
互
に
協
議
し
双
方
よ
り
輸
出
す
る
物
品
に
税
を
課
す
る
事
な
く
且
つ
輸

入
税
輸
出
税
は
其
の
税
を
課
す
べ
き
物
品
を
何
国
へ
輸
出
し
何
国
よ
り
輸
入
す

る
歟
を
問
は
ず
都
て
一
様
の
税
額
た
る
べ
し

⚒
．
両
国
互
に
協
議
し
双
方
よ
り
輸
出
す
る
物
品
に
税
を
課
す
る
事
な
く
且
つ
輸

入
品
輸
出
品
は
何
国
へ
輸
出
し
何
国
よ
り
輸
入
す
る
か
を
問
は
ず
税
金
払
済
の
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上
は
勝
手
た
る
べ
し

第
八
条

第
八
条
両
国
軍
艦
之
用
意
品
は
双
方
之
開
港
場
に
陸
上
ヶ
し
相
當
之
蔵
敷
を
出
し

貸
車
に
納
め
或
は
公
然
と
命
せ
ら
れ
た
る
政
府
の
蔵
船
に
納
む
る
事
を
得
へ
し
尤

も
其
国
に
於
て
用
ふ
る
為
に
売
掛
ふ
時
の
外
は
税
を
払
は
さ
る
へ
し

校
訂
者
注
曰
「
貸
庫
」
ハ
始
メ
「
租
税
役
人
之
管
轄
タ
ル
借
庫
」
ト
ア
リ
之
ヲ

抹
殺
シ
新
ニ
「
貸
庫
」
ト
改
メ
ラ
レ
テ
ヲ
ル

第
九
条
（
元
第
七
条
）

日
本
政
府
は
可
成
丈
急
速
に
各
開
港
場
に
於
て
燈
明
台
を
取
建
る
事
を
約
し
右
建

築
の
上
は
国
之
差
別
を
論
せ
す

入
港
之
諸
船
よ
り
噸
税
を
課
し
其
費
用
に
充
る

へ
し

此
方
之
船
舶
彼
方
之
海
港
に
到
る
も
の
は
凡
て
噸
税
燈
明
税
引
水
税
お
よ
ひ
一
切

之
諸
税
官
吏
之
手
数
料
に
就
き
其
の
取
扱
を
受
る
事
と
も
最
も
優
待
せ
ら
れ
た
る

国
民
と
同
様
た
る
へ
し

校
訂
者
註
曰

朱
線
内
ノ
赤
文
字
ハ
全
部
抹
殺
サ
レ
之
ニ
代
ツ
テ
朱
書
ノ
文
字
ガ

第
九
条
ト
ナ
ル
ノ
デ
ア
ル

元
第
八
条

日
本
政
府
は
其
帝
国
之
諸
開
港
場
に
於
て
適
當
之
港
規
則
を
創
立
す
る
事
を
約
す

此
規
則
を
実
地
に
施
行
す
へ
き
外
国
人
之
撰
挙
は
其
港
に
在
留
せ
る
合
衆
国
領
事

が
許
可
せ
さ
る
人
物
を
命
す
る
こ
と
な
か
る
へ
し

校
訂
者
注
曰

本
条
と
次
条
ト
ハ
全
部
抹
殺
サ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル

元
第
九
条

条
約
遊
歩
規
程
内
お
よ
び
外
国
之
貿
易
の
為
に
開
き
た
る
諸
港
に
於
て
日
本
人
民

は
合
衆
国
人
民
に
勝
手
に
雇
は
れ
又
合
衆
国
人
民
を
勝
手
に
雇
ふ
事
を
得
へ
し

第
十
条

両
国
之
人
民
は
互
之
地
方
に
於
て
其
信
教
に
付
最
も
十
分
な
る
安
全
を
占
る
へ
し

且
つ
其
国
之
法
律
故
例
を
當
然
に
尊
敬
す
る
以
上
は
其
宗
旨
信
仰
之
事
故
歟
或
は

自
宅
又
は
そ
の
為
に
設
け
た
る
他
之
場
所
に
於
て
相
當
な
る
禮
拜
を
行
ふ
の
事
故

を
以
て
之
を
妨
く
る
事
な
か
る
へ
し

第
十
一
条

両
国
人
民
之
死
骸
は
地
方
之
相
當
な
る
規
則
に
よ
り
双
方
に
て
適
宜
な
る
墓
地
に

埋
葬
す
る
事
を
得
之
を
荒
し
之
を
発
く
事
な
き
様
に
保
護
す
べ
し

第
十
二
条

両
国
中
一
方
之
管
轄
内
に
あ
り
て
左
之
罪
名
を
犯
し
他
方
之
領
内
に
来
り
て
潜
慝

を
求
め
其
地
に
て
見
出
さ
れ
た
る
罪
人
は
互
に
之
を
引
渡
す
へ
き
事
を
約
す

但
し
此
義
は
罪
人
を
見
出
た
る
地
方
之
法
律
に
拠
り
て
も
其
も
の
の
罪
科
は
恰
も

な
ほ
そ
の
地
方
に
て
犯
せ
し
も
の
と
同
様
に
審
断
す
べ
き
程
の
確
證
あ
る
上
に
て

行
ふ
べ
し

左
に
掲
け
た
る
罪
名
の
内
を
犯
せ
る
も
の
は
之
を
引
渡
す
べ
し

第
十
三
条

此
条
之
取
極
に
基
き
右
之
引
渡
を
申
立
ら
れ
た
る
罪
人
も
し
そ
の
潜
慝
を
謀
り
た

る
地
方
に
於
て
も
又
罪
科
を
犯
し
捕
縛
せ
ら
れ
た
る
歟
或
は
罪
科
を
犯
せ
る
も
の

な
り
と
決
断
せ
ら
れ
た
る
時
は
そ
の
引
渡
を
延
期
し
そ
の
者
之
赦
免
或
は
審
断
通

り
の
禁
錮
時
限
を
満
し
た
る
後
に
引
渡
す
べ
し

第
十
四
条
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右
之
吟
味
を
免
れ
て
潜
慝
せ
る
も
の
を
引
渡
へ
き
達
書
は
両
国
之
交
際
官
員
よ
り

差
出
す
へ
し
若
し
其
交
際
官
員
其
国
に
詰
合
せ
さ
る
歟
或
は
其
国
政
府
之
近
辺
に

あ
ら
さ
る
時
は
領
事
官
員
中
之
重
立
た
る
も
の
よ
り
此
達
書
を
差
出
す
へ
し

右
の
引
渡
を
申
立
ら
れ
た
る
罪
人
は
罪
科
あ
る
と
定
ま
る
に
付
そ
の
も
の
を
審
断

し
た
る
裁
判
所
に
於
て
罪
科
を
極
め
た
る
書
付
の
写
し
に
其
の
官
印
を
押
し
且
ツ

其
筋
之
司
法
官
員
よ
り
此
審
断
役
之
公
務
権
理
を
保
証
し
猶
其
上
に
日
本
或
は
合

衆
国
之
辨
務
使
又
は
領
事
こ
の
司
法
官
員
の
公
務
権
利
を
保
証
し
た
る
書
面
を
添

て
達
書
を
差
出
す
へ
し

第
十
五
条

右
之
罪
人
を
追
捕
し
入
牢
せ
し
め
送
り
渡
す
事
之
諸
入
費
は
其
引
渡
し
之
達
書
を

差
出
し
た
る
政
府
よ
り
之
を
拂
ふ
へ
し

第
十
六
条

両
国
中
彼
之
人
民
此
之
海
岸
に
於
て
難
破
す
る
歟
風
浪
之
難
に
罹
る
歟
或
は
賊
船

又
敵
船
に
追
は
れ
止
む
を
得
ず
し
て
河
湾
港
之
内
に
逃
込
こ
む
こ
と
あ
る
と
き
は

軍
船
商
船
の
別
を
論
せ
す
懇
親
に
之
を
遇
し
保
護
を
與
え
且
つ
其
の
航
海
を
全
ふ

せ
し
む
る
為
に
其
船
を
修
復
し
食
料
を
得
る
等
の
事
に
於
て
緊
要
な
る
助
力
を
與

ふ
へ
し

若
し
難
船
之
荷
物
を
卸
し
お
よ
ひ
再
び
船
積
す
る
事
を
緊
要
な
り
と
す
る
時
は
其

地
に
於
て
売
拂
ふ
へ
き
品
物
之
外
は
相
當
之
規
則
に
従
ふ
て
之
を
取
扱
ひ
租
税
運

上
を
拂
ふ
に
及
は
さ
る
へ
し

第
十
七
条

合
衆
国
之
人
民
は
外
国
貿
易
之
為
に
開
き
た
る
歟
或
は
開
く
へ
き
場
所
に
お
ひ
て

条
約
規
程
内
お
よ
ひ
其
他
よ
り
定
め
た
る
距
離
内
に
て
日
本
政
府
の
法
律
を
遵
奉

し
て
静
産
を
貸
借
し
之
を
占
む
る
事
の
許
を
得
へ
し

此
国
之
臣
民
彼
国
之
封
疆
内
に
あ
り
て
は
其
政
府
之
法
律
を
遵
奉
し
て
土
地
を
賃

借
す
る
事
を
得
へ
し

校
訂
者
注
曰

本
条
ハ
朱
線
ノ
ア
ル
通
り
黒
書
ノ
条
文
ヲ
一
旦
抹
消
シ
朱
書
文
字

ノ
通
リ
改
正
シ
タ
ノ
チ
更
ニ
黒
線
ノ
示
ス
通
リ
之
ヲ
抹
削
シ
テ
黒
書
之
本
文
ヲ
復

活
シ
タ
ノ
デ
ア
ル

第
十
八
条
（
元
第
十
九
条
）

両
国
之
人
民
は
他
之
管
轄
内
に
於
て
地
を
賃
借
し
其
地
お
よ
ひ
動
所
有
を
他
人
に

売
渡
し
譲
渡
し
遺
物
と
な
し
及
ひ
其
他
之
手
続
を
以
て
之
を
処
置
す
る
の
権
理
あ

る
へ
し
且
つ
其
相
続
人
或
は
法
に
適
ひ
た
る
代
任
之
も
の
に
他
之
一
方
之
人
民
た

る
に
付
其
遺
言
状
之
有
無
を
論
せ
す
右
之
動
所
有
を
相
続
す
へ
し
こ
の
相
続
し
た

る
も
の
は
自
身
歟
又
は
名
代
を
以
て
之
を
占
領
し
其
意
に
隨
ふ
て
之
を
処
置
す
る

を
得
へ
し

尤
も
右
様
之
場
合
に
臨
み
其
動
産
所
有
を
置
た
る
地
方
の
住
民
よ
り

納
む
る
丈
の
税
の
み
を
払
ふ
へ
し

若
し
此
義
静
産
た
る
時
は
其
相
続
人
或
は
法
に
適
ひ
た
る
代
任
之
も
の
は
外
国
人

た
る
の
故
を
以
て
之
を
相
続
し
之
を
所
有
す
る
事
は
差
支
た
る
へ
し
尤
も
そ
の
も

の
の
相
當
な
り
と
思
考
す
へ
き
程
に
こ
の
静
産
を
処
置
せ
し
む
る
為
に
三
年
之
期

限
を
許
し
其
代
料
を
故
障
な
く
又
一
切
之
税
を
拂
ふ
事
な
く
持
出
す
事
を
許
す
へ

し我
草
案
第
七
条

地
方
に
て
定
め
た
る
或
は
定
む
へ
き
相
當
之
期
限
を
許
し
其
代

料
を
故
障
な
く
持
出
す
こ
と
を
得
へ
し
尤
も
地
方
之
住
民
よ
り
納
む
る
丈
之
税
而

已
を
拂
ふ
へ
し

第
十
九
条
（
元
第
二
十
条
）

平
和
之
時
に
於
て
は
其
筋
之
日
本
官
吏
之
免
許
な
く
し
て
は
合
衆
国
之
兵
隊
を
日

本
に
上
陸
せ
し
め
す
又
其
筋
之
合
衆
国
官
吏
之
免
許
な
く
し
て
は
日
本
の
兵
隊
を

合
衆
国
に
上
陸
せ
し
め
さ
る
へ
き
事
を
協
議
す

(12)(13)

明治天皇の外交政策



第
二
十
条
（
元
第
二
十
一
条
）

日
本
天
皇
陛
下
は
此
条
約
本
書
為
取
替
之
期
限
又
は
そ
の
前
に
て
も
帝
勅
を
下
し

此
条
約
に
添
へ
た
る
其
一
分
と
な
る
へ
き
附
録
之
箇
条
を
十
分
に
履
行
し
此
条
約

之
期
限
中
は
之
を
変
更
す
る
事
な
き
す
へ
き
旨
を
茲
に
合
衆
国
と
共
に
協
議
決
定

す

約
す

校
訂
者
注
曰

黒
書
ノ
中
ニ
朱
書
ノ
混
ジ
タ
ル
ハ
側
方
ニ
小
サ
ク
書
入
ニ
ナ
ッ
テ

居
タ
モ
ノ
デ
ア
ル

後
ニ
朱
印
中
ニ
黒
書
ノ
混
在
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ガ
（
例
ヘ
バ
附

録
第
一
款
）
是
亦
同
ジ
書
入
レ
デ
ア
ル

第
二
十
一
条
（
元
第
二
十
三
条
）

両
国
に
於
て
貿
易
航
之
事
に
付
直
ち
に
他
之
一
方
に
許
さ
ゞ
る
へ
き
殊
典
を
外
国

へ
與
へ
さ
る
べ
き
事
を
互
に
約
す

此
他
之
一
方
は
こ
の
殊
典
に
制
限
な
き
も
の

な
ら
は
制
限
な
く
し
て
之
を
占
め
若
し
又
約
束
あ
り
て
の
事
な
ら
ば
此
約
束
を
履

行
し
て
之
を
占
む
る
を
得
へ
し

両
国
之
諸
船
は
是
迄
占
得
し
或
は
許
可
せ
ら
れ
た
る
貿
易
航
海
之
殊
典
権
理
を
其

儘
に
引
続
き
て
占
有
す
へ
し

我
草
案
第
二
条

此
条
欵
を
以
て
両
国
中
沿
海
貿
易
之
事
に
用
ふ
へ
か
ら
す
其
規

則
は
双
方
い
つ
れ
も
各
自
之
法
を
以
て
之
を
治
む
へ
し

第
二
十
二
条
（
元
第
二
十
四
条
）

若
し
此
条
約
之
箇
条
中
に
違
反
す
る
事
あ
ら
は
双
方
中
そ
の
損
害
を
蒙
り
た
る
と

思
惟
せ
る
方
よ
り
先
つ
確
証
を
掲
け
損
害
之
条
件
を
記
し
た
る
書
面
を
差
出
し
公

裁
を
促
し
償
を
求
め
然
る
に
之
を
拒
絶
し
或
は
道
理
な
く
遅
延
す
る
に
非
さ
る
以

上
は
損
害
の
議
論
を
以
て
絶
交
之
所
業
を
令
せ
さ
る
へ
し
又
他
之
一
方
に
対
し
戦

争
を
公
布
せ
さ
る
へ
し

第
二
十
三
条
（
元
第
二
十
二
条
）

五
月
二
五
日
日
米
和
親
条
約
附
録
協
定
を
調
印
（
下
田
条
約
）

安
政
元
年
三
月
三
日
日
米
和
親
条
約
を
締
結

安
政
五
年

千
八
百
五
十
四
年
第
三
月
三
十
一
日
お
よ
び
千
八
百
五
十
八
年
第
七
月
廿
九
日
日

本
お
よ
び
合
衆
国
と
の
条
約
并
に
之
に
附
属
せ
る
章
程
は
此
条
約
の
箇
条
に
反
対

せ
る
も
の
の
外
は
猶
之
を
実
践
す
べ
し

我
草
案
第
十
四
条

従
前
日
本
帝
国
と
合
衆
国
一
已
又
は
他
国
と
協
同
し
て
取
結

ひ
た
る
和
親
貿
易
航
海
又
は
地
方
之
事
務
に
就
き
約
定
し
た
る
一
切
之
条
約
約
定

規
則
章
程
は
凡
て
茲
に
之
を
廃
し
此
条
約
は
本
書
為
取
替
之
日
よ
り
十
ヶ
年
間
之

を
施
行
す
へ
し

若
十
年
之
期
に
満
ん
と
す
る
一
年
前
に
此
方
よ
り
彼
方
に
此
条

約
の
施
行
を
取
消
す
事
を
公
達
せ
さ
る
間
は
尚
ほ
十
二
ヶ
月
之
間
之
を
遵
奉
し

年
々
十
二
月
之
終
に
於
て
之
を
続
く
る
事
を
公
達
す
へ
し

但
し
此
期
限
前
に
一

方
よ
り
他
之
一
方
に
此
条
約
施
行
を
廃
止
す
る
事
を
一
ヶ
年
前
に
公
達
せ
さ
る
時

は
之
を
満
期
し
猶
其
後
迚
も
右
様
之
公
達
を
な
さ
ゞ
る
間
は
尚
ほ
十
二
ヶ
月
之
間

之
を
遵
奉
し
年
々
十
二
ヶ
月
之
終
に
於
て
之
を
続
く
へ
し

新
加

墺
地
利
条
約
ノ
第
廿
一
条
ノ
例

若
し
日
本
天
皇
陛
下
こ
の
期
限
前
に
各

国
之
条
約
を
改
議
せ
ん
事
を
欲
し
其
事
に
付
て
他
之
条
約
済
之
各
国
に
て
同
意
せ

は
合
衆
国
も
亦
日
本
政
府
之
望
み
に
従
ひ
此
会
議
に
加
る
へ
し

新
加

然
れ
と
も
若
し
一
方
よ
り
右
の
期
限
前
に
も
此
条
約
の
不
都
合
な
る
箇
条

を
改
議
せ
ん
事
を
欲
す
る
時
は
他
之
一
方
之
同
意
を
得
て
其
会
議
に
及
ふ
へ
し

第
廿
四
条

新
加

此
条
約
は
一
方
に
於
て
は
日
本
天
皇
陛
下
之
許
可
を
得
へ
く
又
一
方
は
合

衆
国
大
統
領
及
議
院
之
准
允
を
経
て
之
を
取
替
す
へ
し

之
は
皇
暦
数
明
治
六
年

十
二
月

日
即
ち
千
八
百
七
十
四
年
第
月

日

日
本
東
京
に
於
て
取
替
す
へ
し

此
条
約
は
和
文
英
文
之
二
通
に
認
め
其
文
意
は
全
く
同
義
た
り
依
て
此
条
約
を
保

證
せ
ん
為
に
双
方
之
全
権
茲
に
記
名
し
調
印
す
る
も
の
也
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此
処
少
々
異
論
あ
り

附

録
第
一
欵

現
今
外
国
貿
易
之
為
に
開
き
た
る
諸
港
之
外
に
猶
左
之
諸
港
を
開
く
へ
し

鹿
児
島

石
ノ
巻

敦
賀

小
樽
内

下
ノ
関

右
之
内
ニ
港
は
此
附
録
之
本
文
た
る
条
約
本
書
為
取
替
之
日
よ
り
一
ヶ
年
之
内
に

開
く
へ
し

今
一
港
は
其
日
よ
り
二
ヶ
年
之
内
に
残
り
二
港
は
其
日
よ
り
五
ヶ
年
之
内
に
開
く

へ
し

我
附
録
第
一
条

此
諸
港
を
開
く
時
は
新
潟
港
を
閉
す
へ
し

同
上

右
に
掲
載
し
た
る
諸
港
を
以
て
内
外
の
貿
易
に
於
て
実
に
枢
要
之
地
な
り

と
看
做
と
い
へ
と
も
双
方
之
協
議
に
て
更
に
こ
れ
よ
り
便
利
之
港
あ
る
に
お
ゐ
て

は
日
本
政
府
は
最
も
衆
望
之
帰
す
る
処
を
撰
ふ
へ
し

其
場
所
替
を
承
諾
す
へ
し

第
二
欵

此
附
録
之
本
文
た
る
条
約
之
本
書
為
取
替
之
日
よ
り
二
三
ヶ
年
之
後
に
は
日
本
に

於
て
合
衆
国
人
民
静
産
を
貸
借
し
占
有
す
へ
き
旧
条
約
に
拠
り
て
之
境
界
を
拡
充

し
諸
開
港
場
よ
り
五
里
地
内
に
及
ぼ
し
猶
二
三
ヶ
年
之
後
に
は
十
里
地
内
に
及
す

へ
し

新
加

此
規
定
を
拡
充
せ
し
後
は
居
留
地
取
締
の
規
則
は
之
を
日
本
政
府
に
委
ぬ

へ
し
全
く
其
地
方
官
の
創
立
す
る
所
に
従
ふ
へ
し
す
る
の
日
よ
り
現
時
の
居
留
地

規
則
は
之
を
廃
し
其
規
則
税
法
等
は
全
く
其
地
方
官
の
創
立
す
る
所
に
従
ひ
若
此

事
に
付
訴
訟
あ
ら
は
起
ら
は
其
地
方
官
員
の
審
断
を
受
く
へ
し

本
書
条
約
為
取

此
程
内
に
居
住
す
る
外
国
人
は
日
本
政
府
よ
り
格
別
之
允
准
を
得
る
に
非
れ
は
山

林
を
斬
伐
し
鉱
山
及
田
畠
を
所
有
し
産
業
之
資
と
な
す
を
得
す

第
三
欵

こ
の
附
録
の
本
書
た
る
条
約
為
取
替
之
日
よ
り
一
ヶ
年
の
後
に
は
合
衆
国
之
人
民

は
左
に
記
載
し
た
る
規
則
に
従
ふ
て
日
本
国
之
内
部
を
旅
行
す
る
こ
と
の
免
許
あ

る
へ
し

凡
そ
内
部
を
旅
行
せ
ん
と
願
ふ
人
民
は
書
面
を
以
て
合
衆
国
之
領
事
に

願
立
へ
し
此
書
面
に
は
旅
行
之
道
筋
時
限
游
覧
歟
或
は
用
向
歟
を
認
む
へ
し

領
事
は
此
書
面
之
趣
意
に
相
違
な
く
又
願
人
之
性
質
一
體
に
善
良
な
る
事
を
十
分

な
り
と
せ
は
領
事
は
こ
の
書
面
に
表
向
の
奥
書
を
な
し
て
こ
れ
を
日
本
政
府
の
其

筋
の
地
方
官
吏
に
差
出
す
へ
し

地
方
官
吏
は
こ
れ
に
よ
り
て
其
願
人
之
往
来
切
手
を
発
行
す
へ
し

日
本
政
府
は
旅
行
す
る
も
の
を
保
護
す
る
は
中
外
人
民
の
差
別
な
く
一
般
に
之
を

施
す
と
雖
と
も
日
本
政
府
其
損
害
の
為
に
別
に
償
金
を
拂
は
ざ
る
べ
し

若
し
此
往
来
切
手
を
渡
し
た
る
合
衆
国
人
民
中
に
不
行
状
の
も
の
あ
る
と
き
は
其

事
を
領
事
に
公
達
す
へ
し
領
事
は
此
人
民
に
不
行
状
あ
る
の
事
理
を
十
分
に
承
知

せ
は
直
様
其
も
の
を
呼
戻
す
へ
し

之
を
召
捕
へ
其
国
之
領
事
に
引
渡
す
へ
し
尤

も
其
右
取
押
方
並
引
渡
方
等
に
付
而
之
要
用
な
る
費
用
は
領
事
よ
り
之
手
に
此
者

を
引
取
る
時
に
之
を
償
ふ
へ
し
且
ツ
右
様
之
事
あ
る
に
於
て
は
其
も
の
へ
は
以
来

他
之
旅
行
往
来
切
手
を
発
行
せ
ざ
る
べ
し

往
来
切
手
を
発
行
す
る
ご
と
に
相
當
の
手
数
料
を
相
払
ふ
へ
し

第
四
欵

我
附
録
第
四
条

日
本
政
府
は
輸
入
輸
出
品
に
付
課
す
へ
き
税
目
に
其
の
改
革
を

な
す
事
あ
ら
は
六
ヶ
月
前
に
公
達
す
へ
き
事
を
約
す

（
領
事
裁
判
権
）
◎
第
五
欵

我
附
録
第
五
条

日
本
政
府
に
お
い
て
彼
此
之
便
宜
を
謀
る
為
に
各
地
に
適
當
之

裁
判
所
を
設
け
て
訴
訟
を
聴
断
す
る
迄
は
皇
暦
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
六
月
十
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九
日
即
ち
千
八
百
五
十
八
年
第
七
月
廿
九
日
に
取
結
ひ
た
る
条
約
に
基
き
開
港
場

に
於
て
従
前
仕
来
之
通
り
政
府
に
て
承
認
し
其
地
に
居
住
す
る
領
事
官
員
に
裁
判

之
権
お
よ
ひ
其
職
掌
を
執
行
せ
し
む
る
事
を
協
議
せ
り

右
之
時
期
に
至
り
て
日

本
政
府
よ
り
其
公
告
を
な
す
迄
互
に
約
定
す
る
事
如
左

合
衆
国
人
民
日
本
人
に
対
し
て
法
を
犯
す
時
は
合
衆
国
之
領
事
裁
判
所
に
於
て
之

を
吟
味
し
其
上
に
て
合
衆
国
之
法
律
を
以
て
之
を
罰
す
べ
し
（
領
事
裁
判
権
）

日
本
人
民
合
衆
国
人
に
対
し
て
法
を
犯
す
時
は
日
本
の
官
吏
に
於
て
之
を
吟
味
し

其
上
に
て
日
本
之
法
律
を
以
て
之
を
罰
す
へ
し

合
衆
国
領
事
之
裁
判
所
は
日
本
債
主
合
衆
国
人
に
対
し
て
正
當
の
催
促
を
な
す
為

に
開
き
置
き
日
本
官
吏
之
裁
判
所
は
合
衆
国
之
債
主
日
本
人
に
対
し
て
正
當
の
催

促
を
な
す
為
に
開
き
置
く
べ
し

第
六
欵
（
元
第
五
欵
）

日
本
政
府
へ
可
相
納
税
額
は
都
て
日
本
の
金
圓
を
相
用
ふ
へ
し

尤
も
相
當
之
時

機
中
に
こ
の
金
貨
の
入
用
な
る
高
を
容
易
に
得
か
た
き
時
は
日
本
政
府
は
其
代
り

と
し
て
金
貨
百
圓
に
付
メ
キ
シ
コ
銀
九
十
九
ド
ル
ラ
ル
九
分
の
一
之
割
合
を
以
て

メ
キ
シ
コ
銀
貨
を
請
取
へ
き
事
を
協
議
す

此
附
録
之
本
書
た
る
へ
き
条
約
為
取

替
之
日
よ
り
三
ヶ
年
之
間
は
諸
開
港
場
に
あ
る
出
納
寮
或
は
其
筋
之
役
所
に
て
メ

キ
シ
コ
銀
を
以
て
入
用
丈
ケ
の
金
圓
を
売
渡
す
へ
し
尤
も
其
割
合
は
造
幣
寮
よ
り

公
布
し
た
る
時
々
の
定
価
に
従
ふ
へ
し

校
訂
者
注
曰

本
欵
ノ
末
段
ハ
次
ノ
二
段
階
ヲ
経
テ
前
記
ノ
如
キ
成
案
ニ
達
セ
ル

モ
ノ
ノ
如
シ
此
事
モ
削
正
ノ
様
子
ニ
依
テ
分
ル

⚑

造
幣
寮
に
於
て
銀
塊
を
買
取
る
べ
き
時
々
の
定
價
に
従
ふ
べ
し

⚒

造
幣
寮
に
て
定
め
た
る
時
々
の
定
價
に
従
ふ
べ
し

第
七
欵

新
加

日
本
政
府
は
条
約
遊
歩
規
程
を
全
く
拡
充
す
る
迄
は
合
衆
国
人
民
従
来
占

領
し
或
は
賃
借
せ
る
地
所
之
義
に
付
合
衆
国
政
府
の
承
諾
な
く
し
て
は
税
法
及
ひ

規
則
等
を
更
正
し
或
は
創
立
す
る
こ
と
な
か
る
へ
し

「
明
治
文
化
全
集
」
第
六
巻
外
交
篇
⚑
～
24

（
吉
野
作
造
校
）

こ
の
「
大
日
本
・
合
衆
国
新
定
条
約
」
は
日
米
の
貿
易
を
円
滑
に
運
営
す
る

た
め
、
各
開
港
場
に
貿
易
を
掌
握
す
る
領
事
館
を
置
き
、
日
米
間
貿
易
の
運
営

に
携
さ
わ
る
こ
と
を
領
事
館
業
務
と
し
て
担
わ
せ
、
貿
易
に
原
因
す
る
訴
訟
、

事
件
、
管
理
、
関
税
、
安
全
航
海
、
裁
判
所
管
轄
、
港
湾
施
設
、
灯
台
、
そ
し

て
貿
易
、
居
留
地
の
裁
判
所
管
轄
を
合
衆
国
派
遣
の
領
事
館
員
に
担
わ
せ
、
領

事
裁
判
所
で
事
件
を
裁
く
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
条
約
改
正
に
関
係
す
る
事

項
は
訴
訟
の
場
合
と
裁
判
官
の
国
籍
で
あ
る
。

例
え
ば
典
型
的
例
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
日
本
人
に
傷
害
を
与
え
た
場
合
、
そ

の
裁
判
は
領
事
裁
判
所
で
ア
メ
リ
カ
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
判
決
さ
れ
る
場

合
、
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
刑
罰
は
軽
く
処
さ
れ
、
日
本
の
利
害
を
大
き
く
損
な
わ

れ
る
。
現
在
、
沖
縄
で
は
こ
の
領
事
裁
判
所
が
機
能
し
、
現
地
人
に
批
判
さ
れ

て
い
る
、
例
え
ば
、
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
兵
が
沖
縄
の
若
い
日
本
人
女
性
の
暴

行
事
件
を
起
こ
し
て
も
、
こ
の
領
事
裁
判
所
で
は
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
は
軽
い

罪
を
科
す
判
決
を
宣
す
る
こ
と
で
終
審
と
す
る
。

こ
う
し
た
領
事
裁
判
所
は
日
本
国
の
安
全
を
損
な
い
、
ひ
い
て
は
国
家
の
主

権
及
び
独
立
を
脅
か
す
事
態
と
な
る
。

明
治
時
代
に
は
日
本
の
開
港
所
に
多
く
の
領
事
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
、
日
本

の
独
立
は
領
事
裁
判
権
に
よ
っ
て
大
き
く
損
な
わ
れ
、
国
権
侵
害
の
前
に
危
機

を
深
め
る
こ
と
と
な
り
、
明
治
天
皇
を
悩
ま
す
最
大
の
要
因
と
化
す
る
。
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こ
う
し
た
国
家
の
独
立
を
危
機
に
陥
し
入
れ
る
領
事
裁
判
権
の
廃
止
が
条
約

改
正
の
中
心
問
題
と
し
て
外
交
交
渉
の
対
象
と
な
り
、
独
立
国
と
し
て
承
諾
さ

れ
る
こ
と
を
伴
う
た
め
、
長
期
に
亘
る
条
約
改
正
交
渉
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
徳
川
幕
府
が
滅
び
て
も
、
関
税
と
条
約
改
正
は
生
き
続
け
、

明
治
政
府
へ
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
転
し
て
国
際
的
条
約
改
正
を
解
決

す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
徳
川
幕
府
か
ら
明
治
維
新
へ
の
移
行
は
、
ま
さ
に
世
界
史
の
新
帝
国

主
義
段
階
と
な
る
。
欧
米
の
新
帝
国
主
義
政
策
は
武
力
に
よ
る
植
民
地
収
奪
か

ら
、
条
約
改
正
に
よ
る
新
帝
国
主
義
政
策
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
日
本
を
フ
ラ

ン
ス
色
の
条
約
改
正
へ
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
条
約
改
正
の
対
象
と
す
る
領
事
裁
判
所
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
欧

米
各
国
に
よ
っ
て
開
港
所
に
開
催
さ
れ
、
日
本
の
裁
判
制
度
、
刑
法
、
商
法
、

民
事
訴
訟
法
を
外
国
人
裁
判
官
の
下
で
根
づ
か
せ
、
明
治
天
皇
の
国
権
を
侵
害

す
る
事
態
と
な
る
。
ま
さ
に
条
約
改
正
は
明
治
天
皇
の
粘
り
強
い
意
志
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
、
全
権
大
使
、
外
務
大
臣
へ
の
交
渉
全
権
大
使
へ
の
勅
令
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
、
終
に
日
清
戦
争
の
後
に
、
日
英
条
約
改
正
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ

る
。
明
治
天
皇
は
条
約
改
正
の
目
的
を
果
す
と
、
同
時
に
、
東
亜
帝
国
へ
の
建

設
を
目
指
し
て
清
、
露
と
覇
を
競
う
新
帝
国
主
義
政
策
の
推
進
へ
一
歩
踏
み
込

み
、
英
国
の
同
盟
の
下
に
東
亜
帝
国
の
覇
権
国
家
へ
飛
躍
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

結

び

徳
川
幕
府
は
征
夷
大
将
軍
の
統
治
す
る
封
建
時
代
と
し
て
発
展
し
、
脆
弱
な

政
権
基
盤
の
上
に
発
達
し
た
た
め
、
西
南
の
雄
藩
（
長
州
・
薩
摩
）
の
前
に
討

伐
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

明
治
政
府
を
支
配
す
る
明
治
天
皇
は
全
国
を
支
配
す
る
大
元
帥
で
あ
り
、
且

つ
大
君
主
と
し
て
統
治
す
る
絶
対
王
政
と
し
て
地
位
を
不
動
に
し
、
徳
川
の
征

夷
大
将
軍
の
上
位
に
位
置
す
る
絶
対
王
政
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
下
に
確
立

す
る
。

条
約
改
正
に
執
念
を
持
つ
天
皇
は
、
欧
米
新
帝
国
主
義
政
策
を
東
亜
諸
国
支

配
へ
応
用
す
る
た
め
に
も
条
約
改
正
を
不
可
欠
の
統
治
政
策
と
し
て
推
進
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
約
改
正
を
支
え
た
の
は
山
縣
有
朋
、
伊
藤
博

文
、
陸
奥
宗
光
の
三
位
一
体
に
依
る
忠
臣
の
徒
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

(16)


